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A
＞1・r 児童相談機関とその地域活動

一アルコールと薬物中毒の防止教育を中心として一

じく1）N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こずふ

カ　ッ　ク　ス　　梢

ハワイ州立ウィンワード精神衛生
センター児竜部ソーシャルワーカー

　1．児童部（Children’s　Team）の紹介

　チームは主任の心理学者を中心に，児童精神科医，

ソーシャルワーカー（私），精神科の修士号をもっている

看護婦，セラピストの5人の専門家と，事務所を切盛

りする事務貝から成っている．チームはオアフ畠東北

部のウィンワード地区（Windward　District）を担

当し，児童に関するあらゆる問題の相談役になってい

る．また特に学校における問題児や家庭でのトラブル

を解決する専門家とされ，児童とのカウンセリングの

技術だけでなく，家族セラt－，プレーセラピー，グ

ループカウンセリング，それに学校の教師や校長ある

いは学校付きのカウンセラーに対して、コンサルタン

トとして期待されている．

　ウィンワード地区は人口約10万2千人で，ホノルル

のベッドタウンとなっている．チームが従来の精神衛

生センターの一部として新しく設置されたときに、法

律でチーム全体の50％を直接に個人や家族を相手の精

神治療に充てることが決められた，40％は地域社会に

進出して，精神問題の発生防止に充てることにした．

10％は会議とかチーム内の職員会議などのための時間

である．

　この場合，防止といっても範囲が広くなるので，主

として学校を通じて早期に問題を見つけ，また教師に

精神的問題に目を向けるよう定期的に研修会を開くこ

とにした．

　これを実施するため地区の教育部と連絡し．各学校

で’問題児のケースを先生やカウンセラーと話合い，ど

のようにしたら児童がクラス内に適応し，学習につい

てゆけ，交友関係もスムーズになり，自分自身に自信

がつくようになるか，教師の導く態度や技術を検討す

る会を月に2回もつことに決めた．われわれのチーム

からは1人ずつ，相談役として，希望する学校に行っ

ている．私も4小学校および1高等学校、そして学齢

申に妊娠し，産むことに決めた女生徒を集めたクラス

のコンサルタントをしている．

　私のチームの主任は、児童のためになる計画ならば

自由に新しい考えを入れて、好きなように≠とめるよ

うにと勧めてくれたので，昨年の夏の暇な時期に、今

年の私の仕事の重点になる特色あるプロジェクトを考

えはじめた．

2．アルコーリズムと薬物中毒の予防一私の特別プ

ロジェクトー

（a｝アルコーリズム（後述〉と薬物中毒を選んだ
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理由は、前述の学校内のケース会議で．ア1レコー1レ中

毒の親をも・〕たr一どもの情操面での問題や．また高校

生徒の飲酒が学習態度や出席に影響し、教師も酔った

学生を竺のように扱・・）てよいかわからず，多くはアIL

コーノレの身心にノ丘ばす作耳】の知識が少ないため．何も

しない消極的態度を執リ、往々にLて暴力沙汰になっ

たことか指摘されたからて’ある．

　｛blハワイ州は、アノリヵ合衆国50州のうち、ア’レ

コール中毒が2番目に多い．

　（e）小”i：校ノ）1，3、6年の衛’ヒ課f．1に、アルコール

および薬物の使用，その乱用の危険の課題か設定され

ているのに元「fl1し．何か新しい戊ゴ法で生徒を防1｝倣育

に導きたいと思った，

　（）　tでの1；加ト法は、アルコールと薬物の危険性をや

たらに却ずさに萬立てての脅し戦法で．青少tドを薬物

やア’レコールから守ろうとしたが，効果がみられなか

った，次に．アルコールや薬物の性質やr9’「Wについて

できるだけ理解させることで、㍑少年のアルコールな

どの使旧を減らすよう、多数のパンフレワトやスライ

ドが学校内にばらまかれた．しかし中毒人口や問題は

依然1：Lて高い数字を示している．私とLては何かほ

かに良い与法がありそうに思えてならないので．研究

調杏してみることにLて，．i三任のOKを取・．．た．

　｛d）般後に，重要な動機になったのは．私の親友て’

あるソーシャルワーカーのミセス・シャンク｛Mr・s，

Schank｝が都白よく朴1、ヒのアルコールと薬物の中毒問

題の専1“陪1；に移り．多くの新しい防1卜法を調べだした

ことで．ある．ミセス・シャンクとは10午来の親友て’、

ふたりは州の衛生1甜に移るまえは、共に児巾家族相1淡

所でいろいろとチームをつくり，家族ぐるみ行うフT’

11L．弔．．i，LtP’輌：J：‘

ミリーセラピーに従．．yたり、研修会を開いたりして、

息の合ったコーセラビスト山o－tllerapisい協【百］療法

．いである、かの女も私の提案に大賛成て、甲・迎あら

ゆる可f彪性をぢえはLダ）た．

　3．アルコールと薬物中毒に対する考え方

　’r　Sではい’．，はんにアルコー1し中毒者や薬のrlrrじ者

は本人のド1制力かあれば’問題か起らすに済み．問題か

あるのは，その人開に何か性｛各ヒに欠陥かあるように

．ぢえられてきた．ところが現在では、特にア，Lコー一ル

Il1毒に関係しては．性質的なもので1なく．病気の・仰

と．4なされている、

　しカ・Lこ〔ノ’）考えノ∫ヵ∫また．・亀雀‡1：会に｛戸度．．．，ていない

たダ）、アILコー1し叩砺者が家庭内にいて，いろいろな

問題か．起きてきても，家族の恥として家族く．るみ開題

を否定する．否定の期間か長けオしは長いほど、問題か

ノくきくなlj．治療か遅れる．い・’ば’んに否定する期川

は短くて31ド、長いのは7“t　〈’らいある，

　第1の概念は、アJLコール中毒は病気で．ある．

　第2の概念は，アILコールll〔毒は本人だけでなく、家

族を含めた．社会の問題て、tbる．アILコール中毒者の周

囲をちょ一．ヒ見回Lただけで，そノ）影響iか規類を含め

た家族、∫・どもの学校関係．化’1．収1係などに］t’　iLで』い

る二とかわかる，

　第3の概念は．ア’」コール中毒が何年llllも否定骸れ、

治療されないのは，家族やノθ＼，あるいは仕嘱先の同

．僚か知らすにrl吻けするからて’ある．それで本ノ×は仕

事の責任を忘れて飲、み暮す二とかで．きる．たヒえば．

kか二n酔いで出勤で．きない折など、左か会社に電話

をかけ．　たの体面を保つために偽りのA一訳を．4一る．　ノこ
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は妻の電話で恥をかかずに済むし，飲み過ぎを告白す

る事態に直面せずに済む．仕事のうえでも，応々にし

て同僚が気の毒がって失敗をカバーしてくれる．アル

コール中毒者はそれを初めから当てにしている場合が

多い．

　第4の概念は，アル．コール中毒の人間は飲みだした

ら．場所や時間にかかわりなく，もはやプレーキが利

かず，酔いつぶれるまで飲み明かす，態度も酔うにし

たがって変化し，普段は静かで穏やかな人ががらりと

変り，怒鳴りだしたり．泣きだしたりする．酔ってい

るある時間は記憶がなくなるブラックアウト（black－

out；記憶喪失｝などの徴候が起る。ウィスキーのよ

うな強い酒ばかりでなく，ピー1レでも多量：に飲み続け

る場合には中毒になる．女性にも多くの中毒者がみら

れ，特に主婦の場合には中毒症状がかなり進行するま

て．だれも気がっかないことが多い．

　第5の概念は，アルコール巾毒者というと道端で酔

いつぶれている失業’者を考えがちで．あるが、米国での

調査て’は，95％の中毒患者は高校以上の正規教育を受

けた市民で，その約半分は職に就いている．アルコー

ル中毒患者には，女性を含めて，10代の学生や、学校

を放棄した青少年も多くみられる．

　4．早期教育が防止法としてなぜ必要か？

　人間が成長して行く過程で，多くの問題や困難にぶ

つかる．そのときに一・時的に問題を忘れるためや，困

難に伴う憂うつな気分を追払うために．アルコールや

薬物の効果に依存することは，家庭で親の行動などを

見て了・どもは早くから学んでいる．アルコールだけで

なく，精神安定剤またはコーヒーによって気分をはっ

4

きりさせるおとなの習i質も．薬物に依存することにお

いては変りない．

　アルコールは祝事や祭りの時にもtaj　J’nされる．また

fgLkで困難が生じたとき，アルコーノレや薬物によって

問題を解決したこ！くみせかけているうちに．問題を

処理する能力を本当に失ってしまい，自己嫌悪に陥っ

て，自律心がなくなり，それが対人関係や仕．事ヒにま

で及び，その辛さがまた深酒に惇く，という悪循環に

なる．ストレス解消法として飲酒や薬物使用が社会的

に受入れられているため．おとなになってから生活態

度を変えることは非常に困難である．価値観（vahle｝

の問題にまて’なリ，酒に強い人が男らしい仕事のでき

る人間とみられる限り、酒をたしなまない人は劣等感

を抱く結果になってLまう．

　子どもが小さいうちから，特に小学佼でアルコー’レ

や薬物によらないで人生を考え，解決する技術（crea－

tive　problem　svlving　processes）を生徒にやら一せ

るようにするとか、気分がいらいらしている時にはど

うしたらよいか、運動したり．話合ったりして，解決

する方法に目を向けさせる．アルコール中毒の親がい

る家庭では混乱を窮めているため、子どもはものを正

しく見極める機会がない．親のほうもアルコーノレ中毒

であることを否定し，ビールしか飲んで．いないから、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ
いつでもやめられると言聞かせている．中学生になる

と仲間の圧力が加わり、アルコールや薬物に半ば強制

11勺に〔主として心埋的に）親しまさせられる．飲酒そ

のものが悪いというのではなく、飲酒に深入りすると

結果がどうなるか，身心に対する影響．家庭内での問

題，経済的な面などを，早くから正しく理解し、アル

コールなどに接するチャンスがあって圧力が加わって



も．その時点で．r［分の．壱1志に基づいて．飲むか否かを．

自分の身心の健康のために．トll断して行動で．きる1“lllを

形成するためには、日信を早くから身に付けさせる早

期教育Lか考『えられない，白分自身を大切にする教育

を含むフ丁ロジ．・．クトにすることを私どもが決：断した理

川である．

　5．アルコールと薬物問題に関してどのような早期

　教育が効果があるか？

　この段ll皆か．私と三セス・シャンクにとって最も［伺州．

であ㍉た．週末を何日も返L’．して，．」、たりで’ハワイ大

学大学院の図rl｝負官に入o浸って資料を探した．時代遅

れのノ∫法しか見つからずいらいらしていたところ，ユ

タ州のソルトレイク市でMr．　Boswe］1とMs．Wright

が作・．’たcettage　progranlを発見した．コティジ・

プログラムは、特にアルコール問題を中心にしたもの

であるか，薬物中毒の問題にも充てはまるので．、これ

を基盤にしてプロジェクトを組むことにLた．ゴテイ

ジ〔集合所つとはボランティアをトレーニングして，

地域社会団体，家族、学校，教会などに出向かせ．そ

こでア’しコ・－1し中毒に関する関心を高め、教育し，防

止するほか，もしアルコール中毒問題で悩んでいる家

族かあれば．そこに来るようにさせ，問題の解決を図

るノ∫法を、家族およびカウンセラーを交じえて考之る

場ri斤である．

　コテイジ・フログラムは前述したアルコーリズムの

特質を4こ部せりふに組込んだ・j’劇によって．輿↓味をも

たせ．かつ身をもって理解させる．」劇はア’レコーリ

ズム（アルコーノし中毒者を含んだ家族全体の現象を指

す語〕の特質，それを生み出す要素、アルコーリズム

tH．i4L．’・リ己41iヒ］1矧

で家族が破減をた．ビる4過程〔①問題の否定，②家庭

内で’の治療、③混乱．④アルコーiレ中毒の配偶者が家

庭内の全責任を負うため、中毒患者は完金に精神的片

輪となる〕を内容とLている，・」’劇は2人のリーダー

によって展開される．出席している人々にも役が与

えられるので．．白身がドラマを演じながら、アノLコー

ル中毒問題を理解する仕組みになっている．叩学校2

年生以Eのおとなを対象としたものである，

　内容を具体的に述べると、たとえぱ．第1iflSではア

ルコー－ILii］itiの父親が、息r・が野球の試合後．家に友

迷を連れてきたのに．酔りて，テレビの1’1；が’｝るさい

などヒ怒鳴り散らす士易面で．．，口、JJ・が・杯飲ませて黙ら

せ．友注に言訳するが．友達は気ますい気分て’II］tl’．．て

し圭う．第2部では「li］1ニシーンでも．息J”が父親がア

ルコール中毒という病気であることを友達に話L、怒

鳴ってもそれに引込まれすに相手になる．そしてコテ

イジに参加Lたために、白分たちの生活が11［茶苦茶に

ならすに済んで．いることを話し，コティジの内容にも

少々触れる．

　このプログラムはドラマ形式であるために．受入れ

る側に抵抗が少なく，理解されやすい．また他人の作

ったドラマなので、自分に問題があっても．それに触

れないで解決策か見出されるという利点があり、私た

ちはそれに着1－ILた．

　6．小学校でアルコールと薬物中毒を教える教師を

対象とした研修会の設置

　児世に早期教育するには．ます先生を教育し．促際

の．5㌧期教育を行ってもらうのかいちは1ん利日なやリ方

に思われた．私たちはウインワード地区教育部の教科

5



1978Fl：・3　11、　：：1：il’芝’1・．i二子］t　，メこCt）1Luge　pT・〔’／gllam　　L’「：）1・レー；

．ン　ク．．　ノ」．：硝‘　’V’／．プロ　ン　1．．．．ニノ」ノ＼デ．，．・三rセ：∠　・　ン．．≒・ン．ク．　　N（・ighh‘．〕」1

iカー．トを’1．．T．．’こノ．こき㌦’「．i∬をLr：z’る．ノ）⊃’jLt－．1．也（二2．人」・る

11↓ミFL‘1－．T／．↑1『：：二，　　フ　 tコ　 シ／． 　．T．　 ク　 「－　t．f）．「世f’‘f／／オ．《　よ　 ひ．　…　｜二（「プフベプ）　 iと旨．

そノ1．に新Lい敦育i二1三を折込んだア．イテ．アを提lllLた．

そλLはす．〈．．に・受入’1・られた．教1．Ilii：．よG－t　Ui　40　fvix，．参1川し

た．二れば〔l！■ノ．）川［1‘1］を使．．．てノ〕参加「：・．．札り．先，1ゾこ

ちノ．．）熱意がうか；㌧ゴわね．た．研修会は・jj，｛、ii艮後2日ll‘i］．：こわ

lt：リ，　．r；㍍；「ネリ51「．Ull］カ・カ・．．・アニ層

　研修ここほ±す飲i酉やア，Lコー・L．中㍍．薬物にk－・1．する

教師1’｜身．の態度，　それにi［11日［白：織LをL↓つめるこ．ヒから始

夕z）tこ　，　　
二

｝・　‘．； 二：こ＼戸｝ユ1［1〔》s　　c幽1ξtTlifit：uti‘，】1　「　「111f↑［el：］｜」］［｜元『fL ㌧ ：ノ：）

技術を使1目L、tl・tL［｜ud〔・℃｜vcle．∫［曼度の輪‘を併jill，

た．教師も人1川て．．ある．それゆえド．1分・ノ．〕態度二や偏見を・Ul！

1［任Lた・｝えて．．’｝：t走に」．凄Lなけれ1．二．、無．∪％哉ゾ1．）ナ、にe／T．

寄・ンた教育をすることになる，たヒえば、教訓ll’1身力

父親がア「しコー’レ中毒であ・ttたttめ、．1．万めな経験をし

た場合には．・11然何∴か∪ノ）形て．ア・しコ・一リズム1二／］．す

る考．え∫か二影響力㍉Lhる，それを自分ノ〕「態U乏ヒL’：」；里解

・｛一ね．．ば’、自分力「［1ti｛直援見をやたらと他人に刊lf・｜1汁るこヒ

なく，他人ク）杉え与も‘旙｛百父L．．　人きな1．1て．問題を．みる

6

ことか．て．≒る．

　次に，ア’Lコー・・rレ．ヒ薬物脚II7）ll：i＞1史や’．般的lll［1il〔を

‘漣［：Jlした．’」．［〔祭に教室で．教える「祭に哩川衣をちた．せる折

し」∪バ上とLて、アメリカ本i」ノ．）2．3シ：tt）十1・［ヵ・ら取窃：・せ、

ノ　、　丁
　

．7　　

f
　
　
l　rr］　　 き　　：　二　 ．a．ご1Z／1　l　　l＿　　 t：　 敦　』fi　ナ資　雫’i－

　
〆
t
i

　
　 ．コ　　 1ニ　　

ー
　　1＿　　

’

こ
　
　 「ノー　’L　 ブこ　

二れは特に｝’｛：　，i　．1．il．た．そゾ1わけは、かれらか．マン．7．1［

ズムめ状態からWべi［i’‘．れ∫法を杉．之る暇もエ㍗しキ．．一も

オごく、　／戸圭r：こ．ニン「，教ヂ2｝」三三・．イミir埼｛こ．」己［、　L・な馳ヵ｛二．、も‘・襲i」L『こ

いたJ：IL，Vこに救」・ヒな．．たカ・らと思、ノ，ノ1．る．教Lぷで．「屯川

で』きる学午別ノ）敦育映画おkヅ．スライト．ノ）名称．そソ．｝

．ノ＼f：．1∫法、参ち．．k献なt「を‘1｝・L・たハンフレ．川とヒもに、

児山が家幽）・］ゐアルコー㌧や薬物の問題の相i；：｛1：．ニオミた

とき，．庖切な・1こ日沈ト「！；．を紹介．ポるたダ）に、センター一グ）呂

称やソー・シ．、．一しワーカ・－y）lk．名を倍げ．た1也域の名孫も

作．．．，て渡Lた．

　　コテでシ．．・フログ．ラムを実際にドラマに仕．∫l！：てて演

i‘［　「，．　て：
＿rs
ナこカ、　．　．．　tこ ；うi、　　 lr与1」▲1フう：．な一　く　 〉　　 ‘i｝Li トEJj；t：．：．＋　『二．｝）｝　

ま
　
「
＿
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ー・
プ心理利旧＝」T〕テ．．．／tスカ．・ン・ン）∫法ヒか，私たちが

使つた、’ah．les　cla「ific：atir）nを生δ上川r一に使用．」・る技

術、　’．ヒ1走力＞／也ノNO生t走の川談手日．r・になるpeLlr1ぐL．川n－

S司in．g　〔仲聞カウンセリング1のやリ戊∫、低学．；Itで効

宋のある」旨人形を・使ったドラマペゾだF祭ソ）場1「［じ川」．題を

扱って解決に．導く．1バ上、ポスターとして雑誌．から切抜

いた絵，t票語で1「1分ク）もジ♪を作らせるなど，　多／∫加に

わた．．．、てj二IP解させるJNJtを検詞．　Lた．

　　本物．の先Wを生徒にみたて．私と’もか1た生にな一．．、て，

‘ヒ徒ノ〉気持をどうしたらいっそうほぐすことかで．きる

かヒいう、対1活ン．）技術をもt：ノ川して、実験してみ．せた．

そ二で．：べがついたのは．小学佼の．先生か他の先生のま



えで，日分のJE直な気持を、いかに話したがらないか

ということであった．簡単な問題，小学1年生の課目，

「気分がいらいらした時はどうしますか？」という質

問を先生にLたら、なんだかんだと言って，質問にな

かなか；区事をLないのには驚いた．個人の深い秘密を

尋ねているわけでもないのに、と，抵抗の強いことを

指摘した，そして皆で一緒に考えてみた．生徒にばか

り．自分の気持に正直になってものの判断をLなさい

と言ったところで．．先生が自分の考えを表現しない．よ

うて’は，オープンディスカソションは求められないこ

とに、先生たちも目を開いたようで．あった．研修会は

大成功だったと．後日，教育部から電話があった．

　7，保健室の主任（Health　Aids）対象のアルコー

　リズム数育

　教師の研修会を終えて気がついたのは，かれらが時

聞に追われていて，実際に問題のある子どもと長く話

す時間のないことで’あt・た．ではいったいだれか学校

内のコテージ（問題があったとき行く場所）で話し相

手になるのか？　カウンセラーは1人で’2校を受持っ

て駆けずり回っているし，校長は校務管理に忙しく，

児童の個人問題にまで手が届かないのが現実である．

学校に行ってじっくりと観察Lた結果．保健室の主任

は出勤する時開が生徒と同じで’，生徒の面倒をよくみ

ておリ．よい交流関係にあることに気がついた．そこ

で私たちはかの女たちの上役に当る学校区び寸の石護婦

3人に研修会の話をもち出した．

　高校て．は、保健室に二H酔の’k徒や，薬物の作川で

意識のもうろうとした生徒が来たりすること、と’の．よ

うに親に話すか，ヒ手に理解させて，」二どもをすぐ病

lll」4f／リξΦヒ周rl

院に連れて行くにはどのようにしたらいいかなど．低

学．年では、親のア1しコー｝」中毒で’食事をせずに登校し

てくる了・どものこと，身の回リが汚れているほか．学

習態度ばかりでなく、精神的にもゆがみが（llてきて、

仮病を使って保健室に・日中いるこヒなどを．学校の

看護婦のほうから話出した．

　1日［8時開］の研修会を1］｝】くことが決・．た．33

ある公立校の主任と，3人の看護婦、ほかに教育部の

衛生保健教育の専門家が集〉．て，45人の参1川をみた．

　研修会はアJLコールと薬物の一・般的な知識などのほ

かに，保健室で扱う問題、どのような点を病院に連絡

するか、どのようなものを生從が使っているか，圭た

俗名なども含めて医学Llの知1識も馴1‘】家に問r？せて盛

り込んでみた，前述の対話の技t｝i；iに．重点をおき，問題

のある生徒に対する仁手な聞き方，問題の分析とそ

の解決法．親とのコミュニケーションの在りi∫を，例

によって実際に練習させた．教師の折と同じく、地域

ク）専門家のリスト、センターの名薄もり・えた．

　この研修会は幸いにも時問があ’tたので’．コティジ・

プログラムを使用し，かの女らにも没を与・え、せりふ

を言わせてア’しコーリズムの概念を理解させた．

　次に30分の映画を11urAして．コティジ・フ「．ログ’ラム

で’学んだことを強↓凋した．1映画は9歳の女ゾ）1’・か．　父

親がアルコー’」中毒のたダ）に、だんだんと友人関係に

興味をりこ・．’」てゆき，毎Ll、親の争いのなかで孤、IP二して

いて，Lまいにはプールでよそy）J’．と．もがおばれてい

るのを見ても　・［h］にLζ応しなくな一・てLまう過程を手1㌔li

いたものである．

　フ1．ログラ！、cr．｝最後は、アルコール；11砺だ・．’た人から

．・ン：直．・ノた経験を活してもら．．、た，ビんblCからはいEか
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っては，またすぐ元の酔どれにもどり、そしてついに

成功する過程や妻の苦悩を、余すところなく話してく

れた、実際の経験談ほど人の心を打’つものはないので，

感動的な締めくくりで’研修会を終t，た．

　8、小学校でのコテイジ・プログラムの実施

　おとなの研修会を終えて、今度は小学生〔6年生）

を相手に，児童向きに書直したドラマで120人を教育

Lた．私どもの苦心は61ド生の‘語‘’？’：力がどの程度のも

のかがわからず、寸劇を書替えるのに2日間もかかっ

てしまった，そのほか少々f’をかけて役割に必．要なお

面まで作り，了．どもが役に溶け込めやすいように努力

した．また前述の9歳の女のr・の映画をヒ映して、そ

の間に私たちが息抜きできるように計画した，

　子どもの理解度はすばらしく．プログラムの主旨の

概念すべてをすぐにのみ込んだ．そして次週に第2部

を行ったときまで記憶していた．ただ常に児童30人の

興味を引くように話をせねばならず，30人のクラスを

lil’8回、2週間かけて終ったときには正直言ってほっ

とした．日本の生徒と異なり私語が多く，クラスのま

とまりに欠けている印象を受けた．特に悲しごヒか辛

さを話すときには、感情を隠すために私語でクラスが

ざ’わつくがドむしろいとおしく思われた．

　9．高校でのアルコール・薬物中毒教育

　今まで．のプロジェクトは私たち2人が主として教師

として行ったが，高校では趣向を変えてpeer　c。un－

seling　の考えノiを使うことにした．こZLは，生徒が

問題にぶつかると、おどなである先生やカウンセラー

に粗談に行かず，初めに話すのは友人という事実から，
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生徒を選んでトレーニングし，かれらにクラスで先生

に代って防「ヒ教育をやらせるアイデアて’ある．

　かれらにアルコール・薬物中毒の知識があることが

他の生徒のあいだで評判になれば、問題が生じたとき

にはか力らが相談役になり，困難な問題をカウンセラ

ーが受継ぐという考えtili，ウィンワードで最も大き

いキャスル高校で受入れられた．コティジ・プログラ

ムがどのようなものであるかを．．一応数人のカウンセ

ラー・校長・副校長・教師のまえでやってみせた．

　今年の1月から、6，7人の学生に週1川コティジの

やリノ〆をトレー＝ングした．次の段階では，かれらが

リーダーとなって，1週聞にわたリ’家族生活をクラス

で教える計画になっている．優秀な生徒の集りであり、

これを特別なプロジェクトとして，かれらが．数点余分

に単位が得られるように学校との話合いも決った．か

れらはアルコールや薬物の知識のみならず、ディスカ

ッションリーダーの役割、クラスの質問の受入1・L　h’な

どの技術も，同時に修得している．来年も残りの2人

と2年生を中心に，プロジェクトを続けていく予定で

ある．

　10．親向けのアルコール問題に対する会

　ハワイでは半分以ヒの母．親が働いているせいか，夜

のPTAには出席があまり見られない．2つの小学校で

．・般的な問題を話してみたが，興味を引く質問にも出

会わなかったし．深く埋解したいというふんい気もな

かった．これは問題があっても公の会合では触れたく

ないのか、または自分の了・どもに限ってという考え方

なのか，それとも本当に心配していないのか，そこの

ところがよく判断できない現状にある．
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世界の児童手当制度

肥　　後

成膜た学教授

1．・・ニ

和 夫

　1．家族手当と児童手当

　児EL『：は什会グ．）；タ（代の担いf’である，祉会の将来のiFri

力ある発展は．現在の児竜の心身1山1而における資質の

向Lにかか．っている．児童か成人の暁に、：t：派に社会的

活動かで．きるよう養育に心を配ることは、本来はゴ．ど

もと杜会にk・jする親の責任である．しかし次代の社会

の担いr：である児章の養育に対して、子どもグ）親だけ

でなく、1’・どもをもたないおとなを含めて，社会全体

か責任の・端を担うべき当然の理由がある．1’・どもを

もたないおとなの老後の生．活を実質的に支えてくれる

社会的生産力は，まさに現在の児童の成人後の活動に

よって形成さdLるものであるからで’ある．

　社会は児童の養育に対する責任を規とともに分担す

るために，2種類の給付を行っている．1つは、母親

の妊娠・出産の段階から児巌が成人になって世に出る

までのあらゆる成長段階において，保健・保育・教育

の3而にわた・ってサービスを無料もしくは低料金で供

給する活動である．これは児童の健全育成に隈1する政

府の現物給fd’とよ1ゴれる．2つめは，同じく保健・保

育・教育の3面にわたって親の養育費負担を軽il担一る

ために，それぞれの個別的局lrllにおいて．もしくは養

育費を総合的にとらえて，それに対して現金を給付す

る．これは政府力現金給f・i’ヒkば．れる．

　後者の現金給t’1．分野ソjうち，牡会保障制！‘Σとして最

も・紅きをなすべきものか1，巳申lf・　’i．；　ili－［｜度で』ある．｜尼恒f：

’ilは児竜ン）養育に関・．丁る礼会的責任に戊ll＝．’．　S、規ソ．）総

7トrlりな養育費の負luを軽減するために，国の統イカ∴．

度として実施されるところの．児童を養育Lている視

・もLくにに．方．’j三仁のri．1礎者1に支石†されるリ己1舵1人’Ll

り　・～ヒ郁｝プ）珪↓金給f・」．である．　ニゾ）i1｝11度a）lm（」は，給f・j．

によ・．、て有J’・家庭の生活の経済的安定を1．／］リ，児ぷが

家庭のなかで健．fこに育成されるための戊llミ惟を’「〆備．t’る

ことにおかれている．

　児‖≧F当はフランスおよび1975年のi・1il｜ll£改lii前のイ

キリスで’，家族乎当allucalivn「am日iale〔フランス1，

faniily　a］lowance（イキリス），　IFLiドイツベ」現「f制度

ドのイギリスでは、1尼F匠r：」IKinder　Geld‘：llLiドイツ｝，

ehilcl　benefit〔イギリス｝とよばれている．アメリカ

では連邦政府の統イ1｛」制度としての児竜r当；則度は施

行されていないけれども、肖＄・川か｛氏所㍗｝層の有∫・家庭

に交f」’している児章扶養王い1］は，AFI．〕C　laidtvfami－

1ies　with　dependent　chi［dren）つまtJ文’i’：」由Vジ），芭l

Hkは「扶養児液をもつ家族に1’・1．する扶助．とよばれて

いる．
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　こび）ように’家族丁・’1’1とかAFDCとか．というli乎称から

受ける語感からは，社会の最も堰本的な構成要素とし

て家族／1　family　）をとらえ，児童の養育を家族の場で

考えようヒLている自1象を受ける．その典型的な例は

フランスの家族手当であって，これは工6歳尋ミ満の第2

－］’・以降に支給される狭義の児章1・　’ilのほか，5歳」ミ満

の第1］t一に対し支給されるi日一賃金r－，エ］，妊婦］三当．

川産　・1時金までを広く包含する制度にな一っている．

　さて，1973午現在では．世界の66か国が児帝予当制度

を実施している．これらのRl　’eのなかには．戦前フラ

ンスの植民地であったためにフランスの影響を受け，

独立二後も何はさておいても，社会保障制度として児竜

手’1］制度を優フ陥的に施行しているアフリカの多くの途

ヒ匡1が含まれている．ユ973年当ll寺まだ存在していた南

北べ1・ナムや共産革命前のカン．ポジアなどのアジアの

国々も，同様にフランプ、の影鵯；を受けて児童手当を施

行していた．またソ連および東欧社会主義諸匡1も．す

べて｜尼竜下当制度を施行している．しかL日本の児竜

手当制度を考える場合にいちばん参考になるのは，社

会経済体制や1人当り国民所得水準がある科［度共通し

ている西側の国々である．このグループで，園の統一・

した制度としての児童干当をまだ施行していない国は

アメリカだけである．そしていちぱ．ん遅れてこの制度

を採用した国は，ほかならぬ日本である．日本は6年

前の1972年〔昭和47年）1∫］1日から児童PI］制度を

ようやく施行するようになって今年で満6年になった

が，それまではアメリカと・1F．んで児童手当制度をもた

ない数少ない先進工業国であった．以下，これらの国

国を中心に児童手当制1隻の現状をみてみたい．
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　2．社会保障制度のなかでの比重

　1日フランス植民地で’あったたlll～分のアブII力途ヒ国

で、児竜f川制度が社会保障制度のなかで圧倒的に大

きな比．iF：をもっていることは先にも述べた通リである．

このような国々は別として，1人当り1，H民所得水準の

近似している西側の諸国を並べて、これらの岡々の社

会保障制度のなかで’児童千当制度かどのように位置づ

けされているかを費用の面を中心に表にしてみた．

　この表は社会保障費に関する世界各国の網羅的な統

計とLて代表的なILOの「↑．1二会保障の費用」（1967～

1971年／の1970～1971年の統計で’ある．日本の制度施

行は1972年からなので，参考まで1に1昭和51年（1976年｝

度の数字を挙げてある．

　この表で，社会保険および類似制度と児童手当制度

を合せた給付費合計に対する児窺千当の百分比を示す

数字と，さらにこれらの給付費に公的扶助．恩給，軍人

遣族援護費，公衆衛生費などを加えた社会保障総給付

費に対する児童手当ならびに社会保険および類．似制度

の給付費の百分化を示す（　）内の数字の2通りの統計

をみることができる．なお杜会保険および類似制度は

疾病・出産、労災t年金，失業の4部門の給付に類別

されているが，以下児童手当を巾心にして各国の傾向

をみることにしよう．

　日本は1970年度においては児童手当をもたないが．

1976年度においてさえ1．4％（総給付費の1．1％）にす

ぎない．この比重は疾病・出産や年金はもとよリ，労

災や失業保険給付の比重に比べても小さいことが注目

される．

　児童手当をもたないアメリカを別にすれば、児章手

当の比重が日本に次いで小さな国は西ドイツの3．69b
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社会保険・類似制度才iよび児歳千当給付の相対的1’ヒ爪ll970～197P

＼結1．1柳蹟 1．ヒ会1呈ほお： ひ《1［｛嚇1腰

　　　　　　．1　　　　　　　ペヒ
国名　　　＼．＼

　　　　　　　　　．
疾病・出r症 労沢 ：1冷 ぱ　脇縄‡）

リ紳 r・』『
II1

，一一一U．1・1976’｝「度1 75．5 5．8 11．6 7・61．；；：；
　　　　　　‘
1．4　　　　　　‘ 】．］1 100．0
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一一
r
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テ．ンー．！．．ク 18．6 2．6 60．7 4．3　　　　．47，2．． ！3．8 7．6． 100．0

オランタ 36．8 4ア．4 3．2　　　　‘70、0‘ 12．6 ．9．9． 100．0

イクuア 30．3 4．9 50．2 3．0　　　　170、6‘ ll．6 ‘9．3‘ 100．0

スウ：　テン 26．2 1．0 58．0 3．4　　　　．．45．1 】L4 5．8‘ 10G．0

イキリソ」rK‘
14．o　　I　　　　　　　I

3．6 64．5 6．5　　　　‘4】．8‘ 】1．4 ‘5．4‘ 100．0

ノ’Ll”τ一 36，2　　‘ 0．7 5LO ｜．2　1．68．8・ 10．9 8．4‘ 100．0

オ．一ノ．1．ラリア 37．1 7．0 44．4 o．6　　　　　　一 10．9 一 100．0

．ノィ／＝㌧1・ 16．6 4．8 64．3． 3．5　　　　144．8． 10．8 ．5．↓． 】00．0

西トf1’／ 32．7 4．4 55．7
　　　　　　i

3．6　　　　　70．2 3．6 2．6． 100．0

1．11．‘〕；Tli．・（「・．st”f　S・，c・in］St．Fur÷‘v．／！s6・7．一一1971’・ノ」第10ノくよ∫Lぴ泉

　7表に；る．E］4・の51年度は「7L会1呆隙宥」訂年報し、によりW成．

2．「　u）・1の数「｝：（、t．：・こ“tJikUO．恩給等．週族援護費，公衆衛田則連の1清）旨f4を．

　tl．会保険・tatla「Lit］1．“ヒ児．概r当の給f・｝．にり｜12r：総給↓．r費にt’t’1．るtl．会1呆随・

　粗W馴度およf．1）Ll　tl「・t±］の洲喬．

〔総給f寸費の2．6％）である．しかし西ドイツも1975

年1月1日から施行の制度改正で，所得税の扶養児童

控除を全廃して、それで’浮いた財源を児童手当給付に

振替え、従来第2子以降に支給していた乎当を，第1

子から令家庭の児童に支給し、児童1人当りの手当額

も増額しているので，児童｝当の比重は現在では著し

く．卜昇しているはずである．

　他方、児竜手当の比重の最も高いフランス・ベルギ

ー ・ニュージーランドの3国においては、いずれも比

率は20％台を小しており，労災保険や夫業保険給付と

は比較にならないくらい高く，年金や疾病・川産の給

付費の比重に比べても．そtLeaどkきな差はない．

3．年度；ユ会；1年度、197］　t1．．VIIIIから121T末1］まT：f）・1フごll｜∩．度に’一』　てい

　る1上「は1971会a．年「ts．　アノリカグ｝よ，に71］1　］カ・らW．年6月30日ヨて，　U

　本⊃n．L　 ハ　～こ　4　 t｜　1　 1．1力． ，｝
1
　

，1し 3　 ト｜　」こ【｜　ま　 丁 ヵ．　1　 会r…｜　t｝／r曳ジ｝lr「；：t197D　 － 1971句tt

　し・L　ろ1970フご元．1年．rl‘　ヒ　k’J．き’LてL・る．

　その他の国々についても，児童手’］］制度の比iflは．

桂会保険および類似制1芝と児童手当を合せた給付費の

17％（カ十タ’）から11％のノk準を示し、．／i三な総給．付費

に対する比率では10％台のオーストリア・オランダか

ら，5％台のイギリス・スウェーデン・カナダ．・フィ

ンランドなどの範囲内に収まってお．リ、同じよ’Jにか

なりの高水準て’あることがわかる．

　特にイギリスの場合は，戦後におけるll：会保｜｛13制度

展開のノ詞部η理念となったべパリ…ジ報告か，「1斤得制

限なしにすべての有r・家庭に適用される児童「〔当制度

（ただし15歳以ドの児童グ）第2∫㌧以降が対象ヒされた）

を、完全1｛6用政策ならびに4≧国民を対象とする国民保

ll



険サービスとともに，社会保障の基本計画をつくるま

えに圭ず整備されなければならない基本前提であると

規定したことか有名である．このイギリスで’も1975年

のlli‖度改正によって，経過期間を経て1979年4月1日

からは，所得税の児童扶養控除を全廃する代りに，児

竜手当のほうは第1r一から支給されることになってい

る．西ドイツとまったく同じような改正が行われたの

て，1尼竜手当制度の社会保ド章制度のなかにおける比重

は，今後もっと一ヒ昇するのではないかと考えられる．

　3．日本の児童手当制度水準の低いわけ

　日本の児叢手当制度の水準は世界で最低である，そ

の理由は社会保障制度の体系のなかに1尼童干当をもた

ない先進国はアメリカを除けば口本だけの声に押され

て制度の創設にしぶし口ご踏み切ったものの，世論の支

持が今ひとつ盛リヒがらないために，政府のこの制度

に対する姿勢が非常に消極的で’あり，制度の仕組みの

面でいろいろ厳しい制限が付．けられているからである．

　わが国の児童手当制度は，18歳未満の児童が3人以

上いるすべての有∫・家庭（勤労者．農家，その他の自

営業者など家庭の職業の種類は問わない｝において，

3人U以降の児童が15歳未満の場合に限って，3人目

以降の児童について1人当り月額5，000円の児童手当

を，この子どもを養育している親（または事実上の看

護者）に支給することになっている．小・中学校在学

中のr・どもを含めて3人のr一どもがいても，－Lのr・ど

もが大学生の場合は「18歳未満の児童」という制限が

あるから，この3人目の子どもに児童手当は支給され

ない．

　さらに以上のような条件を満たしている場合でも，
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親の年収が一定［展度を超えると，手当の支給は停止さ

れる．たとえば，標準的な6人家族の場合，受給資格

が認められる親の年収の最高限度は352．6万円であリ，

子ども1人の増減に伴い，1人当り29万円ずつこの限

度が増滅する仕組みになっている．そして1975年〔昭

和50年〕10月以来すえおかれている手当額について、

本年度からは「盲町村の住民税を免除されているような

所得の低い狙帯に限って手当額の引Lげ’が認められる

ようになった．

　日本の児竜千当給付ψ1か全体としての社会保障給付

費に比べて非常に小さな割合しか占めていないのは，

支給対象となる児巾の範囲についていろいろと厳しい

制限が付’いているからであるといえる．

　反対’に、表に掲げたような国々の児童予当の虻給対

象となる塊L童∠つ範E9－1に1よ、　H－4，・・のような産哀しい1庁1｜1眼｛ま

ない．一般に児童が年齢をタ、㌧準に定義されると、それ

に該当する者にはすべてf’当が支給されるとい・．てよ

いのではないかと思う．

　4．諸外国の児童手当の対象範囲

　社会体制の違うソ連では児巌手当は4人目の児童か

ら支給されている．恐らく児童保育の現物給付に重点

がおかれていることも大いに関係があることと思う．

　しかし，表に掲げた国々が実施している児竜手当制

度では，「児竜」が主として年齢を基準に定義されると，

その児童が親から譲られた財産などから特に大きな収

入を毎年得ている場合を除いて，その児竜が何番目の

子どもかということと関係なく．すべての児童を対象

に手当が支給される．親が勤労者であるか自営業者で

あるか、また親の収入が多いか少ないかということも



現在では関係ない．すべての国民を対象とLて、すべ

ての児童に手当が支給されるのである．

　支給対’象となる児童の年齢については各国まちまち

ではあるが、最f氏でも義務教育を終了する年齢，つま

リ16歳未満辺リまでが対象になっている，たとえば，

イギリス・フランス・スイス・スウェーテ’ン・ベルキ

ー・ オランタ．’・オーストラリア・ニュージーランドな

ど．年齢を高校を卒業する18歳未満まで引上げている

国もある．たとえば、西ドイツ・イタリア・デンマー

ク・イスラエル．・カナダなど．例外的にオーストリア

だけは年齢の1‘募準を21歳までに引上げている．

　多くの国々はこのように支給対象児童の年齢に一応

の基準を設定しながら．なおこの児童が上級の課程へ

進学する場合には，年齢制限の延長を認めている（延

長を認めない国はカナダ・デンマーク・ノルウェー・

フィンランド・イスラエル・スペインなと㌦延長を認

める．年齢の最高限度について最も長いのは27歳〔オー

ストリア・オランダ）、26歳（イタリア），25歳（1用ド

イツ・ベルギー）で’あるが，標準的なのは20歳ないし

21歳辺りの国　（スウェーデン・フランス・スイス・オ

ー ストラリア｝で’はないかと思われる．もっと短い国

としてはイキリスの19歳未満、ニュージーランドの18

歳未満などがある．

　すべての児童に第1r一から支給されることが一般的

になったのは、西ドイツとイギリスグ）1975年の制度改

正以来のことであって、これ以前においてはべパU・・

ジ報告に代表されるように．第2－ILLV，降から？当を支

給することにそれなりの根拠が主張されていた．中心

になる勤労者の家庭を考えると．親の勤労の報酬とし

ての賃金は、妻とf：1人を扶養するに足るもので’なけ

世界の児童と母代

ればならないという考えノゴである．フランスの場合は

1’一どもが1人の場合で．も5歳未満なら手当が支給され

るか．中心は第2f以降の16歳未満の児童であって、

現在で．もやはり賃金について同様な考え方が根本にあ

るようで．ある．

　それにもかかわらずイギ．リスや西ドイツが児童手当

の支給対象を第1子に拡大した理由は、児童手当制度

を所得税制と関1皇づ．けてぢえようとする機運が高まっ

てきたことによる．イギリスで’は1968年に長いあいだ

すえおいてきた児童手当の額を大幅に増やしたが，そ

の際にその効果を所得のiikい階層に手厚くするために，

他ノiの所得税のほうで児童扶養控除を子ども1／s当り

42ポンドすつ減額Lた．所得税を口：定するときに扶養

り己童1　人当O－一；’i三畜頁　（巨」本て．1よ現（1：29」ゴ1．1」）　カ｛’必要」十三

活費として所得から控除さiLるのであるが，この控除

額を減らすことによって，所得の大きな納税者の税負

担を増やし、その財源を児戴子当給付によって低所得

層に再分配するという］∫法が採られたのである．日本

を例にとると，10％の税率で．所得税力fかかっている家

庭では，控除額は1人当リ29万円であるから，児童1

1gに1．†き1年間で2．9万円、月額にして2，4171「1だけ所

得税を払わないで．済むことになる．このことは1文面か

ら考えると，児章1人月額2，417円のV己〒杭T．当か，F所

得税の児恒扶養控II余とい．）ノ元法で納税者に支糸合される

ことと同じである．このノi法による児童乎当を減らし、

税金を納めないOk所it楮にも広くゆきわたる本来の児

竜手当を充実しようというのが．この改苧：のねらいで

ある．そLてさらに進んで’1975年の改正においては、

所．得税の児童扶養控除を全庵して，その代りに児童手

当を第1」t・から支給することになった．西ドイツの場・

13



合もまったく同様である．スウェーデンはもっと以前

からそうであった．

　このような考え方の流れをみてくると，フランスな

どのように児童の健全育成を重視する場合であっても，

最近のイギリスや西ドイツのように有．子家庭の所得保

障に重点がおかれる場合でも，結果的に現代の児童手

当は第1子から支給され．かつ親の職業の種類や親の

年収のいかんに左右されることがなくなっているとい

える．スウェーデン・イキ．リス・西ドイツにおいて児

童手当制度に所得制限が導入されないのは、所得税の

児童扶養控除をやめてその代｝）に第1子から児童手当

に切替えることそれ自体，税財源を高所得層から低所

得層に手厚く再分配する方法であるから、このりえに

所得制限を追加する必要はないという考え方に基づく

ものと思われる、

　5．児童手当の財源

　児童手当の財源は，大別してイギリス・北欧型と，

フランス・イタリア・ベルギーなどヨーロノパ大陸型

の2つの調達ji法に分けることができる、両者の折衷

型もあるが，この基本的な類型から先に説明しよう．

　イギリス・北欧型は、全額財源を公費負担で賄う方

式であリ、この場合は先に述べたように特に所得税と

児童手当との関連が密接になる傾［「IJfJ“ある．イギリス

やスウェーデンが代表的な｛列だろう．また西ドイツは

制度創設時の1954年から10年間は大陸型であったが．

1965年からは全額公費負担制度に改められた．このク’

ループに属するものとしては，ノルウェー・デンマー

ク・カナダ・オーストラリアの諸国がある，

　ヨーロッパ大陸型を代表・するものにフランxやベル
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ギーがある．ニュージーランドやフィンラン．ドは地勢

学的にはイギリス・北欧型に層しそうで’あるが、ヨー

ロ・・パ大陸型である．イタリアやオランダもこのク’ル

ー プにはいる．

　この類坦の特徴は，財源の主要部分が，被用者に対

する賃金支払額の一定率が事業主による拠出によって

賄われることである．フランスやイタリアなどの諸匡1

における戦前からの沿革をみても，この手当は被用者

に対する付加的賃金として事業主によって支払われた

慣行が制度化したものなので，一般に被旧者拠出はな

い．他方．自営業者や農民は収人（もしくは所得税〕

の一定割合を拠出する．フランスで’は政府補助がなく，

事業主拠出の一部が農民などへの手当の財源として充

当されるが，国によっては政府が白営業者および農民

の手当を賄う財源の一部を補助する場合も多い．たと

えば．イタリア・スイス・ベルギー・オーストリア’

オランダ・イスラエルなど．

　日本では，被用者の’f’当の70％しか事業一i三拠出で賄

われていない．残りは国が20％，県が5％、市間．村が

5％負担する．自営業者および農民に対する児童手当

は，国が6分の4、殉16分の2を県と市町村が折半

で負担L，自営業者と農民自身はまったく拠出しない．

先進国ではほかに例をみない仕組みである．

　なおニュージーランド・オーストリアは基本的には

大陸型であるが，被用者もまた所得〔または所得税）

の一定率を拠出する．

　6．むすび

　以上のように1人当り国民所得水準の高い西側の国

国を中心に，児竜手当制度の大勢を展望し．日本の現
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最近の少年非行現象
一
アメリカ・ヨーロッパ・アジア諸国と日本一

藩　王　論　勇
法務総合研究所室長研究官

　1．はしがき

　近年，欧稿諸国の少年非行は，景的推移において．

アメリカの激増傾向と，イギリス，7ランスならびに

西ドイツの漸増傾向が認められ，また質的動向として

は，アメリカの凶悪犯，イギリスの粗暴犯，そしてフ

ランスや西ドイツの財’産犯の増IJIIが，それぞれの特徴

　1図アメリかイギリス・フランス・西ドイツ・日本
　　　　の少年犯罪者等人只の推移（1960年～1975年）

300

100

！二z・…・…ゴ’

1960　　　　　　　　　　　　1965　　　　　　　　　　　　1970　　　　　　　　　　　　1975

昭荊］52年版「犯罪白書」1こよる．

として挙げられる．

　これに対し，アジア諸国の少年非行は，これらの先

進諸国とは趣を異にし，その多くは窃盗などを中心と

する後進性の強い犯罪であるといわれている．

　そこで，少年非行のなかで最も主要な少年犯罪を中

心として、以下，各川の最近の犯罪動向を概観するこ

ととする．これらの諸国は法体制や統計の方法に差異

があるので，統汁上の数値から直ちに正確な犯罪現象

を比較することとはならないが，おおまかな犯罪現象

のすう勢をうかがうことは可能であろう．

　2．欧米諸国の少年犯罪

　（1）アメリカ

　アメリカの少年犯罪の動向を1図と2図についてみ

ると，ユ8歳未満の逮捕者は，1960年以降ほほ：一貫して

激増を続け，1975年には1960年の約3．7倍に達する高

い数値（実数約200万人）を示している．その増加率

は今回取上げた対照諸国中最も大きく，同国の少年犯

罪の重大性を如実に示している．

　これらの少年犯罪者を、15歳未満と，15歳以上18歳未

満の年齢層に区分してその推移をみると，両年齢層と

もにその増滅の動きは共通したものとなっている．そ

16



．のよ「）な現象1ま少1．ド犯罪の低年齢層化仙向．の著しい進
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〔2）　イギ』リス

　イギUスの少年犯非は，1960f「以降ほぽ・ITして」曽

勢を続けている（3図参照）．特に1970年代の増加傾［「II

はきわめて顕著で’，1975ifF一にはユ960年の約2．3倍〔実

数約19万）という高い数値を示している．

　これらの犯罪少年を，14歳元ミ満の年少少年、14歳以

ヒ17歳未満の中間少年，17歳以卜21歳未満の青f手層に

区分して犯罪動向を検討すると，各年齢層の特徴は次

のように概括できる．

　年少少年による犯罪は，1960年以降の大部分を基準

年を下回る数値で推移し，おおむね横ばい状態である．

　他方，中間少年は，1960．年．代の大部分を微増傾向で

推移したのち，1970年代の激増へと移行しているが，

その動きは総数の動きとほぽ類似している．

　これに対し，青年層による犯罪の増加はきわめて著

しい，すなわち青年層による犯罪は1960年以降ほぼ一A

3図　イギllスの少｛卜犯罪の推ホ多ほ960｛ド～1975年㌦

　指数
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nして激増を続け，1975年には1960年の約4．2倍に達

する高率の増加をポしているが，この層の増加率とL

ては対照諸川中最もノ（きく，同国の少年犯罪のひとつ

の特徴をなすものである．

　また罪種・罪名別の状il亡を1表からみると，約15年

間θ）推移で，構成比の1t　’f1一した犯罪は詐欺，強盗，粗．

暴犯と1・その他の犯罪」であり，減少傾向にある犯罪

は窃盗と性犯罪である．1975年の罪種・罪名別の禅減

比をみると，総数中48．4％をlilめる財．産犯の比率が最

も白く，粗暴犯の7．7「thがこれに次いで．いる．「その

iUIの犯罪」は1960tトに比較してかなりの増加を示し、

1975fFには総数の約30％を占めるに至っているか、そ

のL要な内容は不法侵入て’ある．圭た実数の少なさか

ら構成比として数値化できなかったが，アメリカの場

合と同様、麻薬犯罪と暴力犯罪の増加もf・i．記したい特

質のひとつである．
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，F7 P・． 7．． ．．， PF． ．FL 層，． ．「F 27．6

i旦L ．．・ ■，． ・．層 ・・． ．．． 9．1 ．・． ．7． 91． P．．

そ川山 40．4 6．6 40．5 50．3 18．1 22．5 162 24．6 16．3 30

昭刊1521f版ト1巳ljl．　i1｜ト幽「．1より　禰）抜すL・Lたもゐ、

　イキリスの少年犯罪もまた量的な増加傾向とともに、

特に高年齢層少年による犯罪の多発と犯罪内容の悪質

化㈲1暴犯や凶悪犯の増加）を特徴として挙げること

ができよう．

　（3）フランス

　フランスでIW罪および軽罪について訴訟予続を執ら

れた21歳λこ満の者は，4図が’IVすように，指数の推移

はイギリスの動きとほほ共通している、

　少年犯：川は多少の起伏はあるものの1960年以降はば

一 r「して増加を続け，1973．年には基｝1↓、年の2倍を］dLl］

る高い指．数〔実数約10ノ∫人）を示している．増加率は

アメリカに次いで大きく，1970年代においてもなおそ

の傾向は引続いている．

　1司図により少年犯罪の年齢層別人貝の推移を．みると、

13歳以．ヒ18歳未満の年齢層が少年犯罪者総数とほぼ類

似した動きを示しているのに対’し．13歳」こ満は総．数と

はやや異なる動きを’1こしている．すなわち，高年齢層

少年の急激な増加と，低年齢層少年の緩やかな増1川傾

向である．とりわけ後者については，緩やかにかつ確

実に、少年犯）Fの低年齢層1ヒ傾向が進行しつつある二

とをうかかわせる動きとな・っている、
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　　　　ギぶ＿緯

f，’・

灘：

〆融竺鞭．

←㌔

斑

　　‘：　．．．．一戊レ少4こ観乞ぐllll．　ノ、カ」1／［ノ）’／1』ff・P完1：ikLl』也ll1と‘，　・ノ弓ン　ー1．

　　1．．一’t．ξi’1’，　卜．－FjlJ養i’i

　ろ巳」芦刀↓．考こ（こオゴLL〔1何〕発」1三f・元’年歯令tf／f上CL・者’．｝iと“4巳ヨ芋

性が固着Lやすいとする知見は　・般化している．こ

のような観点に立てば，低年齢層化の進行は，少年か．

将メミ．に向か・．・て犯罪flCJな成熟を遂け．，やかて常習犯化

する恐れさえはらむものとして注目に値する．

　次に少年犯罪の罪種・罪名別の状況を1965年と1971

（トとで北較すると，窃盗をi三軸とする財産犯と凶悪犯

の増加がみられ，他／i、性犯罪と†：．要｝日］法犯以外の

「その他の犯罪」が減少を’Fしている．1971年の罪

名別構成↓’ヒをみる．．と，　窃盗は犯罪総数の67，5％て．』首位

を占め，詐欺と横領を合せた3．4％，性犯罪の2．9％カs．

これに次く．か、窃盗を除くその他の罪名の上要刑法犯

20

中に［liめる比率はきわめて低率である．

　なお「その他の犯罪1で目立つのは麻薬犯罪の1．3

ソであリ，他の1．・1．照話国と1司様に増勢をボLている．

　フランu沙frづ幽汐）特徴とLてII［的な’ユ1ilVJ［l　iじ．Q　li11

とヒもに，財－‘権犯の」曽人ヒ11iロドの旧］法犯‘トにLllダ）る⊥’ヒ

．1桓状きさをノftげるこtカ’．で．きるが，罪質巨「｛rでの二の

ような特徴，あるいは低：「・齢層化の深fヒなヒ』’は、わか

川の場合と！1こ通しているといえよう．

　（4）　lfEiドイ』：ノ

　西ドイツの少iド犯t〕tEの動向を・Fした5図によると，

2Li1瓦Akir［占ク）／5it．ンF者1ま，　1965flt．の｛’：’・∫21　JJ’ノ．＼カ：‘1970，1；．1二（．土

辛《」34万ノ＼＼，1975でトにに／ネ《」361）．ノ．v＼と；斬hl‘し，1960fじ

代の増1川傾［‘「，1と1970｛r代の横ばいlilこ態が．そク．）特徴と

な’．、ている．

　　検挙者の年齢層を1ii∫記諸国．と同様に．14歳未満．14

）11竃1ソ［i118Ck尋こi［111」，　18）：1瓦Llノ、．．］・．（二［≦：bls　L－．、r．　’そク「）牛～…．．［量を

みると，①lil：的な格差は．もるものの、各年齢層のい

　5［．．司　［．FL［ドイ’ソa〕ノ］ゾ年イ巳：lllグ）イ作i多〔1960；．［t・～1975」1’・’‘

15・

［㌦；lt－1・／／1耐満

100

5ey

、
x 　　ノ

　’ノ
／

／

，一”－s、、，F－1

　　　　　　　21‘：産↓ミ1．IU

L－．＿＿＿＿．
　1960tl”　　　　　　　　1965「ド　　　　　　　　　1970　F｜二

1　＿　i 1．’［Eンさ． Ll」r．トLt．　　K　r．11ヒ111L（‘ls〔L’［L’ （iL」　 i～L↓r1亡tl－S　［1v．1．（1ヒ，ヒik　　1　’，1‘1IS噛．｝」［こ」丁11］　こ　：

2．」レ／i　i［1．liL．‡ち：．t層　ト戸『岸ノ×川て．bろ，　1963↓1．．カ・・’，．t．21力』1．．丁巳：t11・・kカ・’‘．
　
　　　1975；ト

　　　　　　こ

b．



ずれもが総数の動きとほぼ共」担した動きをみせてい

る、②年少少年の増加率が最も高く，低年齢層化傾向

が顕著である，③中間少．年の増加率1ま年少少年に次い

で高く，1975年では年少少年に迫る増加ぶりを’Jl　Lて

いる、④古年層は総数を．ド［IJIる動きで．推移し．3群

中，増加率か最低であるなどの諸点かうかがわれ．

その動向はわが国の場合ときわめて類似している．

　少年犯罪の罪種・罪名別による動向を1表について

みると，構成比の一ヒ昇傾向にある罪名は窃盗、詐欺、

強盗などであり，逆に低下を示している罪名はごその

futの犯罪1である．

　しかL減少傾向にある「その他の罪名」のなかにあ

って，麻薬犯罪の占める比率は漸増し，1975年には検

挙人貝総数の3，7％を占めるに至っている．またわか

国のいわば暴走族に当たるロッター〔黒皮ジャンハー

を着用して，オートバイなどで暴走する．別名黒皮族）

の増加も著しく，大きな社会問題となっている．

　1975年における主要刑法犯の構成比は．窃盗の65．4

％が杖も高く、詐欺，傷害，強盗の順となっているが、

西ドイツはd．．）か国と同様に財産犯の占める比率が高く，

刑法犯の大多数が窃盗であるといえよi．

　2．アジア諸国の少年犯罪

　アジアで’は犯罪統計のない国が多いので、犯罪の実

態をは握するのに困難を伴うことが少なくない．資料

を人トできた数か国を取上げて、それぞれの［1…1の特質

などをみてみよう．

（1）インド

インドの少年犯罪の動向を2表からみると、IE式1訴

llい’1いIF己小ヒ川’1

ilユを’乏1ナたノ少fド5巳罪．者　［いt〕は．輻‘要｝ll上浸ミチ巳〕カ・．1圧4三し

だいに増勢を’J　k－　L．1973fFでは10年前に比1按Lて実数

で約2．2儲，全犯川ll1に占める少年犯罪の構成1’ヒで』約

1．4傭という数1直を・】こLている．

　最近の犯罪内容を1973年ン．）罪名別状｝～己か”、．みると、

6図が示すように，窃盗か杖も多く，「その他の犯：1ド．1

！イミ法住居侵人か．二］Lに次いでいる．二のほか略収・

　2ノミ　　fン　1・ノノ’；・「1」↓巳UI’ソ）ttt，↑！．

ull「［！］1「紅数
卜1［［’）1’lllF‘‘1・’・・：．

いtIll．｝1．　．1．‘1‘〒

1963

1968

1970

1973

！6，432

21，路5

2ア，226

：モ6．46〔｝

2．5「’

2．5’

2．お‘

3．．1ツ．

1
　

　ill］　「　ト．｜ F’｛　f苓　 Ti　l　E 1　‘ ［：｛IU　 F
f
J．．」　

／tt 　　r？　f　

1
　
：
　

：
　
　

L　　’：．　．

2．託．数1．t犯．11．11数．ノ・碗れ’膓ゐ，

6「．イ［　　でン　ドの’レ：「引⊥！ll．v）！iit名1，；1）’Vk：兄‘1973「1’

1司［ド的fり省1川：llU白局力責き1に：る，
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誘拐，強盗などの多発，なかしすくダコイト（武装強

盗）や暴行の増加が．著しく，同lll］の少年犯罪の特徴の

ひとつといえよう．

　インドの少年犯罪は、窃盗などの単純な性質の犯罪

とともに、強盗などの凶悪な犯罪に両極化していると

いえるかもしれない．

　（2）　東南アジア諸’国

　東南アジアのその他の諸国の犯罪動向を、河野のレ

ポートを参考としながらべつ見しておこっ．

①タイで．、中央少年裁判所に．事件が係属L．t：7歳以

上18歳未満の少年層は、1965年には2，009人にすぎな

かったが、10年後の1975年では3、995人とほは’倍増し

ている．

　②マレーシアの少年犯罪の動向を、ある少年裁判所

か．受理した少．年の財産犯と七命・身体犯のc樹牛数の推

移から、みると，1960年を100とした場合，1974年の指

数は，財産犯が117へと微増したが、生命・身体犯は

横ばいを示している．

　③ビルマのk少年犯罪は，全犯罪中でかなりのウェ

イトを占めている．罪質的には，窃盗や鉄道法違ttな

ど軽微な犯罪が多数を占めるが，前者は単純な貧困型

の窃盗であり，後者は柳P券のやみ取引や無賃乗車な

どであるとされている、

　④シンガポー’レで最近問題とされている犯罪は・ヘ

ロインをi．とする薬物犯罪である．特に若年女子によ

るヘロインの濫用が目立つ．たとえば，ユ973年の10人

が1974年には110人，そして1975年には2，263人に達

するなど、その増加ぶりは注目に値する．

　以上の市実かCっ，東南アジアの青少年犯罪の実態は、

窃盗や不法住居侵入であり，単純な貧困型の犯罪であ

ることがうかかわれる．

（3）　韓1：｜il

　韓川の少年犯罪｛よ，3表が・1司ように近年増勢を続

けておU，1976年では約10fF前のほぼ2．3倍という増

加ぶりをみせている．罪種il名｝別にみると，約10年

聞の推移において，暴ノJ取締法違反（約4．7倍｝や強

姦なと’の激増ならびに殺人、放火，暴行，傷川などの

減少．あるいはそれらの共犯’↓輻例ク）多発などがL拉：っ

ている．

　例年一り産犯と19－　JJ・SEが全少言ド犯罪のノく多数〔約8

割1を占め，その他の罪名のLliめる比率は小さい．財．

産犯のなかで多数を占める窃盗の増加の多くはいわゆ

る遊ぴ’型非行の多発によるものとされている．

　韓国の少年犯罪も近年，［辻的・質的に変化Lている

といえるが，このことはわが国の場合と同様に都市化・

3表　韓回の上要少．年犯罪

　　　　　　　コi’

宴名
1967年 1970年

1｛173．1「． 1976年；

窃　　　・‘岱 16，527 15，459
2Lo43 29，572

、i］二　　1り： 431 521 514 7G】

故　　　買
819 788 965 1，316

強　　　1‘這
438 518 459 982

※　　　〒1．． 2，298 ］，113 752 874

聴η取．P．，．r「

法　1□　反
6，836 16，057 16，139 32，394

∪　　　害 1，254
978 823 1，190

恐　　　呪
563 270 161 195

強　　　姦
382 614 823 1，397

森林法泣1え 682 650 502 562

そ　ハ　1Ll↓ 3，728 5，933 6，984 10，641

総1　　111． 33，958 42，901 49，155 79，824

同［」…1法酬i撤宿「｝：の「■．1．による．
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産業化の進展に伴う経済的繁栄によるところが大きく，

東南アシ．アの少年犯罪とは異質なものとして理解すべ

きであろう．

　〔4｝日本

　1960年以降のわが国の少年非行は，1図の示す通り

欧米諸国に比べて全般に沈静しているといえよう．し

かし主要刷法犯についてみると．財産犯を中心とする

検挙人員人口比（少年人口1，000人当りの検挙人貝の

比率）は増大し，粗暴犯，凶悪犯の多発と併せて，そ

の動向には楽観を許さないものがある．

　最近の特徴を要約すれば次の通りである．

　①低年齢層化傾向．近年．年少少年、次いで中間少

年の増1川傾向が著しく，年長少年の横ばい傾向とは対

照的である、

　②犯行動機グ埠楽化，最近．享楽的な動機による犯

罪か激増し，Lかもその傾向は犯罪の軽．屯や罪’口のい

かんを問わず顕者に現れている．たとえは． ，ノ」引きや

乗物盗をk要な内要とする遊び型非行、日己の快楽追

求のみを日的とするシンナーなどの薬物濫川犯罪およ

ぴ女J’・少午の性n掴1三行の増加などである，

　③犯行態様の変fヒ．最近の少年犯罪のひとっの特色

として．犯行の集団化が挙げられている．たとえば．

学生・生徒の教師や同輩に対する暴力事件．あるいは

いわゆる繁走族などの増加で’ある．

以上で明らかなように，t・）か匡1の少年犯罪は，ア

ジア各国よりもむしろ欧米諸国と軌を一にするものが

あり、これらの各国の，犯罪の背景要因としての社会

的・経済的・k化的諸条件が，hが国と比較的類似L

ていることを示唆している．

t｝t‘鼎の児噺．と母！寸

　4．あとがき

　犯罪現象の理解に当っては、その背．景としての人U

をは握し，犯罪率の観点から分析を行うのか一般的で

ある．しかし前記諸国の少年人口のは握には困難が多

く．それらの背景なしに考察を行わねばならなかった．

その要点は次の通リである．

　①19601■降の世界各1財）青少年犯罪現象をみると，

欧米諸阯1とアシア諸国とのあいだには、｛君：11勺にも、質

的にも，かなりの差異がみられる、前者の情的な増加

傾向および凶悪犯，粗暴犯ならびに薬物犯などク）多発

に対し，後者の微増ないし横ばい傾向と，貧困型の財

産犯の増IJrlなどで’ある．

②アジア諸国の少年犯罪は、先進固と発展途ヒ国と

のあいだに著しい差異がみられ，先進川の犯罪は欧米

諸国の犯罪1欧米型）とit：・imする点か少なくない．な

お途E国においても，都市化・産業化の進展｝こ伴い，

しだいに欧米型の非行に移行する兆しかうかがわれる．

　③先進諸国では少ft’犯罪の動機や態様が変化L，薬

物犯罪，パンダ．リズム，暴走族およひ．性的非行など，

従来とは異なった類型の犯罪が多発している，その理

解には、社会的・経済的背景の考察とともに、一部の

i・tf少年に特有なサブ・カルチャー（副次ピ化1に焦点

を当てた分析が必要て’あろう．

④少年犯罪の低年齢層化現象は園まll堺1随の現象

て’あるといえよう．

備考1二・｛．川・論の1］：成に’「1り参号とLたのは，河野和∫．「Tt’　）．アに

おける‘‘」少年6UY1：ノ）実fl∫ヒ対策J法務縫合研究所紀吸21巻，1978年で

マ・り．また掲載の写白i．：，lft近，欧米出ルを終えた池∬1八k郎君［鴇

」i：研修所教’1’：’．〃破えぴによるものて「ある，F己Lて介　、』｛．芭を炎する．

　糾疏に；．ばお．†．t　’）i：：・・い．II斑〃略，J：」．．・，徴数．tt・n：；rr

　元’・∴割登「．「：．　輪ド］．i千．
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みんなのスポーツの推進

t・1メ．　　　　　　　　　lt　　　　　　　　　　　　たかし

青　　　木　　　高
国民健康・体力つくり運動協会

研究開発主任

　1．スポーツのルネサンス

　ほ）　［孜・川みんなのスポー・ソ憲章

　［（t　／）・ilLフミ議　tCc，ullcil　い「　［！：urいpe）　1よ1975判三3　月，　1炊

州19か国のスポーツ担．’｜］大臣をブリtL・．・セルに集め「．欧

・J・ト「みんなのスポーツ憲章」（Eur〔．，pean　Spor†fc・r　A］1

Charterjを採択し．”iJ　｛liした．この憲章は，スポー

ツを従来の．一部エリート選手のものからtみんなのも

の，しかも健康と福祉の立場からとらえようとするも

ので，スポーツ史上画期的な，いわば「スポーツの’レ

ネサンス．1て．ある．憲章〃）主文は8章ある．

　第1章　人はだれでもスポーツに参加する権利｝をもつ．

　第2章スポーツの振興は人類発展にとって重要な

要素として奨励されるべきであり，適当な援助が公的

資金により賄われるべきである．

　第3章　社会・文化発展に資する■味で，国およひ．

自治体はスポーツ政策の立案に当って、教育，健康．

杜会サービス，都市・国土計画，森林保護，レジャー

サービスなどの他の領域と関係を・もつべきである，

　第4章　行政当局は民間団体間に恒久的かつ効果的

な「みんなのスポーツ」発展のための全国的組識をつ

くる努力をなすべきである．

　第5章　スポーツとスポーツマンを政治的，商業的

あるいは金もうけの利己心に利用されるのを防ぎ．虐

待と不公止な薬品使川を含む堕落にlsrrlらないような］i

法が求められるべきである．

　第6章　スポーツ参加の規模が拡大されたことによ

って，施設の全体計画か行政当局の課題となったが，

施設の多様性と接近が国および自治体の要求によって

計量され、新旧両施設の利用が効率的に立てられねば

ならない．

　第7章　占有場所への法的規制を含む規準はレクリ

エーションが目的の場合，郊外や水域へ近つ．けること

を保証すべきである、

　第8章　スポーツ発展のプログラムにおいて，行政

段階に1，芯じた【亨門家・技術家・指i享者の必・要性が認め

られるべきで．ある．

　〔2）みんなのスポーツの理念

　この憲章が勧告されるまでに約10年を要しているが、

その1，UJ1（念は1968　f卜1月に発表されたブ1）」一ゲ

レポートによって明確にされている．

　①スポ．一ツと健康

　第2次世界大戦後，特に先進工業国において疾病構

造が変化し、循環器系の疾患（心臓病・脳卒中・高血
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圧など）による死亡率が50％を超えるに至っている．

これらの疾患に対する予防・治療手段として、スポー

ツを含めた身体活動が重要な役割を果すことは疑いの

余地かなくなった．運動不足のもたらす健康と体力の

低ドにスポーツほど効果の高いものはない．という生

理学的理川である．この分野において先進「1｛1でわが国

ほど遅れている国はほかにない．ヨーロ・・パの病院のな

かには［ここに来るよリスポーツを．ノ」という張り紙

かは一Jてあ一．・たり、心臓病患．者にインターバル・トレー

＝ンク．を課して、最終的にはフルマラソンを走らせた

という報告さえある．現代生活はあらゆる面において

機械化され、身体活動を伴わなくても用が足せるよう

にな’・ている．ところが人間の諸器官は．動く場合に

都合のよいように造られているのである．この両者の

ギャ・’プを埋めるのはスポーツしかないのである．

　②スポーツと白由時間

　白由時間は今後ますます増加するであろう．わが国

で’も生がい時閨に占める自巾時問の割合は、問もなく

30％になるとの予測さえある．問題はその1．十1味である．

現状の活動であるならば，22％がいわゆる「テレ寝」、

5％が趣味・娯楽活動，3％がスポーツ活動となる．

・・t’・7・カルが「ノ▽恒のなかで三丞べたように「退屈と

いっほどの苦痛はない」のであるが，その代償行為か

テレ寝では，まことに消極的な活動といわなければな

らない．欧米においては，自由時間のベスト5は野外

又ボーツといってよい．つり・キャンプ．・サイクリン

グ等々である．夏休みともなれば3～4週間の長期ノ｛

カンスを，だれもか海へ山へと自然のなかで楽しんで

いる．それをわれわれ日本人はテレピという他物に任

せているので’ある．とはいえ自由時間の諸活動がやか

　　　　　　　　　　　　　　　　　ill．16L．．川‘1．巾三1：］！．1

て「参加．「という性格を強くもつであろう．

　③スポーツと疎外

　労働形態が機械技術の導人によって部分的、単調に

なるにつれ，ものを作る喜びとそれを通してのnL］実

現あるいは表現に著しい制約が加わってきている．い

っほっにおいて．都市化の進むなかで、多くの人は生れ

育一・，た地域を離れ．1山i－’化された鉄とコンクリー1一の

壁に囲まれた高層住宅に住むようにな・．ソた．これに核

家族化が拍車をかける形で現．代人を孤．ウ：化させようと

Lている．リー叉マンのいう1孤独な群衆」か生21．た。

このときスポーツはStz　v’あるいは白己表現を求める対

象として，またコミュニケーションの場と機会を広げ

る千段としてクローズア」フ．されてきたのである．ス

ポ．一ツするなかて何ができるかを発見し，それを表現

することかできるし、スポーツへの参加によってま・一・

たく遊う階層の人との接触かもてるようになるのであ

る．共に汗を流す交流か．こうして始るのである．

　2．欧州各国のみんなのスポーツ

　スポーツは新たな意味をもって現代人に働きかけよ

うとしている．欧州各l」毛1はみんなのスポーツ発展のた

めに．どんな施策を構ヒているか．

［1［　ト　リム発ト羊の上也，　ノルウェー

　ノルウェーの総括的スポ．一ツ組識であるノ’しウェー

スボーツ連盟（NCS）は17かllに1更ぷ準備期li｝1を経て196S

年秋，みんなのスポーツ推進の決定を行った．

（1．）新政策の1誕生

　・みんなのスポーツという新しい日的を実施するに際

Lて．そのシン・tt　YL　lモt．・トーを国民のあいだに広め
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ることの重要性に気がついたNCSは，「．トリム」とい

う造船用語を人間の身体におきかえて、これを前面に

押出した．そしてトリムは，活気・楽しさ・幸福感を

満たしてくれるものであり，個人あるいは集団で行わ

れるスポーツや野外で’のレクリエーション活動である

ことを強調した．1967年4F／からキャンペーンが繰広

げられた．丸3年たって，5人に1人がスボーツクラ

ブに入会しているほどの成功を得たのである．

　このときラジt・テレビ・新聞・週刊誌といったメ

ディアが無料でこのキャンペーンに協力した．NCS

は1967年から1972年まで．の5年間をトリムの導入期と

しているが、その最初の3年間をトリムの理念を一般

に知ってもらうように意図し、最後の2年聞を実際の

活動に誘うよう計画している．

　②実際の活動

　トリム活動を振興するとき2つの条11・が満たされる

ことの．k．．切さをNCSは知った．第1は動機づけ．第2

は場である．この条件に見合うように実際の活動が展

開されている．θ自然な形で行う個人的な身体活動（家

庭や職場における体操）の振興，⑥夏・冬に集団的な

活動ができるプログラムの開発，e各種の能力バッジ

の推進，①屋内外で行われるチームゲームの振興，◎

未組織な野外活動の推興、を実施することとL，オIJ

エンテーリングの各種．のトリムコース，照明付きのス

キートレイルなどの整備が図られている．

　〔2）福祉の国，スウェーデン

①国の計画

　1969年，健康社会福祉局は国民の健康のために，身

体運動と食事の重要性を理解させ、その改善を図るK

OM運動をスタートさせた．まず2つの委貝会がつく

られた．医学専門家委貝会〔MEK）と企画委員会（L

KM）である．　LKMは以下に示す6つのワーキン

ググルーブをもっている．●食物、励身体運動，◎基

本情報，④トレーニング，恒マスメディア，⑦効果測

定である．身体活動グループの時間的予定は次のよっ

になっている．

　開始時期（1970　一　71年）．企画のための組織の確、乞

と調査研究に基く計画の作成、

　第2期（1972～75年）．個人・家庭・学校・スポー

ツクラブを対象とする普及活動．

　第3期（1976　一　80年）．できるだけ広く深く浸透さ

せる．企業のほか非スポーツクラブも巻込む．

　このような基本計画のもとに1975年には，みんなの

スポーツに関する助言者か．全国市町村に配置された．

　②民聞組織の活動

　スウェーデンには，幾つものスポーツ組織があり，

それらの組織は独自の領域を主張しつつ相互の協力と

連帯によって民間レベルで，みんなのスポーツ運動を

進展させている．

　スウェーデンスポーツ連盟．最大のスポーツ組織で

47の種目別協会と，学校スポーツ，軍隊スポーツ，大

学スポーツ，身障者スポーツの4団体も加盟している．

23の地域連盟が下部組織としあり，翼下に13，467のク

ラブがあり，220万人の登録会貝がいる．

　スウェーデン企業スポーツ協会．勤労者を会員とし

たもので’、みんなのスポーツに積極的で，1970年には

参加者600万人を超えた「国王杯戦」とか，100万人の

参加を得ているノルウェーとのスキー競技などは著名

である．
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　スキーヒ野外レクリエーション協会．野外レクリ

エーンヨンの推進を目的とLた団体でのlj一ダーの教

育．冬・夏のスポーツITI具の開発，野外施設建設の助

言などが・］rな｛1：4事である．

圏
郎・］．U．：　？1’1・　・丁ン5「）ノ・ン．，レ　．　i・　イS，“1，］．‘｜Z、ノtl‘〃・ドノ

　③実際の沽動

　民閥紺織の相互協力が次の諸活動が行っている．

　指導者養成．現在約15万人の指導者〔ボランタリ

ー 1がいるか，平均4年問従事する，このため年1川約

5万ノs　・f〕　1’P，．i尊名『を養…成しな1ナd．L（ま’ならなv・．1970匂丁．iご

指導者養成課程委員会が設けられ．地域・州・国と3

レベルに分けた養成がなされている．

　青少年スポ．一ツ活動の強化．12～25歳の．青少年か5

～ 25／Lいるク．ノレープで活動が10週以．Elにわたるものに，

1969年から国の補助金が出るようになった．また学校

体育のいっそうの振興と，‘70－ade．己いう青少年だけの

20種日のスポーツ大会が1956年から開催されている．

　大衆スポーツの振興，みんなのスポーツという観点

から大衆スホーツが盛んになっている．冬期が多いの

でスキー一が特に強調され、「Snow－Star」と1呼は’れる

ポピコ．ラーコンテス｜・に年間622万人が参．t」11している．

夏期にはオリエンテーリンク．．全シーズンとLては体

lll？「㌧’一．i．ttトヒlr川．1

操かイ云統を受継いて人々に支持されている．

　（3）　トリt、発展cr．）［司． 1項1；イ’ソ

　ノILウェーで生れたトリムを全欧’1・卜1に関心をもたせ，

引いてはみんなのスポーツの欧州協ノパイ】制をd洛えるま

で．にLたのは、西ドイツにおけるトljムノノ成功にkる

といっても過言でない．

①出発点は1．第2の道・1　CZweireT・Weg）

　増えつづける白由時間と身体活動の不足に対』処する

ために，1スホーツを小がいの伴侶に」とL『．㌘Lれたの

が，第2の道で．ある．第1ク）」芭をエリートスポーツヒ

するなら、第2の道は人衆スポー’ソで．才，る．二の日標

を遼成するために3つの日標か立てられた、第1は「．よ

り早く始める一第2は「より長く続ける　第3は‘よ

リ多くの婦八、の．参1川を」で．ある．

　1959年にスタートを匂j’Jた．二y）運貞功は，　ま．ギ’tl　lYI

37，000あるスホー’ソクラプか．門戸を1用き，、よリ多くの

人の参加を募リ．その人たちのためのプロクラムを提

供するクラブの革新に求めた．当初は抵抗かあ・．たも

のの、各クラフ’は次々と門戸を開き．「母と∫・の体操」

「．

父と息子のための久ホーツ」「．かれとかの女のスポー

ツ」「散歩でもらえる黄金のくつ」　とい・．t，たフログラム

か展開された，また新しいスポー一ツ種目として一ミニ

ホ．ソケー1「インデfアカ1「ミニゴルフ1「．ポ．・チア1［」∫

tya）オリンピ・・クー．パ’ンテスト」などが開発された．

　②占L盤をつくったゴー’しテ’ンプ．ラン

　ll？S・を同しくしてドイツオリン．ヒ・ク協会は連川政府・

州政府・「1治体にtj「してひとつの提案を行一．，た．文Ll月

病克服の．・∫：場からスポーツ施設の建設の基準を小し、

もし却亘草」由’）1．こ毒塾、没さfLなし・なら｛．f，　i珂ドイツ｛まSCl1Jl
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あなたかた自身て時間をつくれ（西ドイツの
・tンフレ．・ト『われらと一緒に足て．．「から）

了ERM‘NE
時間がない．t”t！

病によって滅亡するというドスの利いた提案を行った

ので．ある．これがゴールデン7ランである．10年間に

63億マルクを投人しスポーツ施設をまさに網の目のよ

うに張リめぐらす，というこの提案に、反対する者は

いなカ・った．　L汁1由iは，li　t【ニク）il多．ll：カt’あったカc，　出発力・ら

12年後には．　．「本育館12、OOOか戸斤．　室内7一ル1、570か

所、子どもの遊び場9、800か所などの増加がみられる

という成果を挙げた．投人額は当初の見込みよりずっ

と多く120慌マルクに達している．

　③スポーツを通じてのトリム

　前1±したような2つの前史を経て，1969年10月にス

タートしたのが．みんなのスポーツ推進策「Trimm

Dich　durch　Spert一スポーツを通じてのトリム活動一」

の展開であった．マスコミを通じてのキャンベーン活

動はもちろんのこと．トリミー君と1呼ばれる人形のf乍

成，ポスター100万枚、ハンフレ．・ト400ノ∫枚、300万

枚のカーステ．．・カー，はては各大臣がスポーツ参加を

呼びかける8，000万枚のピヤグラスマットまで造って，
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圧倒的な物量作戦で西ドイツ全土を覆った．その成果

は「「 第2次大戦後において，このような国民運動はな

かった」と世論調査が述べるほどであった．さらに驚

くべきことにキャンへ一ン活動の資金が，すべて企業

の協力金やマスコミ機関の無料提供に．よった．

　（4）緒についたばかりのオランダ

　みんなのスポーツ振興に当ってオランダにおいては，

スポーツはいわゆる競技スポーツのことであり、健康

の維持・増進，趣味活動として行っのは‘レクリエー

ションスボーツ」であるとの見解をとっている．この

振興に関する基本的考えJiは以ドに㌃1ミされる、

　動機と目的．レクリエーションスポ．一ツの動機は、

体力の増強と社交にある．

　施設．無料で使用で．きる施設，家の近くにある施設，

という2つの条件が満たされるべきである．

　指導者．たいへん：弔要な問題で．あるが，立遅れてお

り、関係団体問で協議されている．

　組織．活動の組織は，スホーツクラプと地方行政当

局の両者によって行われる可能性があるが，行政当局

は施設建設に関して関与すべきであり，活動；：1体は民

間の力によるべきである．

　活動言1．画．個人が才がいにわたって行える種目が

重要になるか，オランタ．．ではサイクリング・散歩・水

泳・テニスが好まれよう．種目の提供に関して大切な

ことは，S参加者の自由選択、⑤会費の納入．◎高度

な技術の排除，④楽しいふんい気，の4点である．

3．みんなのスポーツの展望

紙面の関係・ヒ，欧州4か国のみんなのスポーツの動



向について記してきたが、いうまで’もなく他の各国も

独自の運動を行っている．アメリカて．は「体育・スポ

ーツに関する大統領審議会」が設置されており，この

議長にはかつての宇宙航空十で宇宙滞在時聞の世界記

録保持者で．あリ，国民的英雄であるA．ラベルをもっ

てきている．カナダでは「スポーツ・レクリエーショ

ンカナダ」とか「パーティスバクションカナダ」とい

う団体をつくり．モントリオールオリンピック大会後、

特にみんなのスポーツ振．興に力点をおいた政策を展開

している．またオーストラ1Jアでは「Life　be　iTl　tt．」と

いうスローガンのもとに，国t，t　，1三活の改善を伴うスボ

ー ッ参加活動を広大な国土のなかで進めている．

　このような各国の動きを，世界的な連帯のもとに繰

広げようとする3つの動きがある．1つは民間組織の

ものてあり，他の2つは政府によるものである．

　第1の動きは「トリム・フィ・・’トネス国際会議」で・，

咋年5月にパリで第5回会議が開催されている、専ら

先進．」二業国を対象としたもので、10年前に第1回会議

を開催して以来2各国の情報交換により多大な成果を

収めている．第6回会議は来年ポルトガルで開催され

る予定になっているか、中闇年の本年は、「国際1一リム

シンポジウム」を10月に日本で開催することになって

いる．西ドイツ・イギリス・アメリカ・カナダ’から，

みんなのスポーツ推進の第一人者か．集るので．その成

果が今から注目されている．

　第2の動きは主に欧州を中心としたものであるが．

「クリヤリングハウス」という常設のスポーツのみの情

報交換所で、1971年に設置し，情報カードを各llilに配

布するなど，スポーツ振興に関するいっそうの協力促

進の体制を整えている．

　　　　　　　　　　　　　　　　世L61」F）杷巾と｛：H’1．

　第3の動きはユネスコ1こよる「世界7、ボ．一ツ憲章」

の制定である．咋年7月，バリで．↓．第1回体育・λポ

ー ツ暫定政府間会議」が開かれ、代表8か川により草

案が作成された．こd，．Lをユネスコ第20［【11総会に提案し

ょうといiのである．このように世界はスポーツのル

ネサンス期を迎え．よう！している．

　5、わが国の展望

　翻ってわが国をみるに、昨今グ）マラソンプームに象

徴されるように、急激にスポーツ需要か高まりつつあ

る．しかLながら欧米．各国のようにスホ．一ツ振興．の基

盤といえるスボーツクラプの伝統がないために，まだ

広範な国民運動に至っていない．そればかりか、みん

なのスポーツ振興の関連予算が関1系11省庁の総額で

2．300億円（これとても政府予算全体の1％にも満た

ないのだが／もあるグ）にかかわらす，タテ割り行政に

より効率的な動きとな’．，ていない．公共スポーツ施設

か全体の11％にすぎす、68％が学校体育施設であると

いう、絶望的な施設不足は当分解決されそうにない．

学校．体育施設も開放か叫ばれなから剖～分解放にすぎず，

文部行政の厚い壁を破れないでいる．さらには，スポ

ーツは見るものだとする国民の態度にも問題かある．

　このようにわが国におけるみんなのスポーツグ．）振興

には、問題か1．lr植されているとい之る，スポーツを国

民ひとりひとりが1：1分自身の問題，自分たちの住む地

域の問題としてとらえてはじめて，みんなのスポーツ

振興の第一歩が踏み出されるといえよう．それはまた

21世紀に向けて，よリ楽Lく豊かにH本人か暮Lてゆ

くための課題でもあろう．
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オーストリア・モ・一一一：スブルグの

SOS子どもの村

苓　］卜　葡

大妻女丁大学助手

一

子

　昭和52年3月22日から4月4日までの2週間を「オ

ー ストリア幼児教育研修旅行」団の一’員として，ウィ

ー ン・クラーゲンフルト・サルツブルグ・インスプル

グの4都市と西ドイツのミュンヘンを巡ってくる機会

を得た．各都市で施設を視察できたが．なかでも感銘

深かったのが．SOS子どもの村であった．

　SOSの意味

　最初，私はSOSの意味を差迫った子どもの事態を

救う，すなわち救助信号と同様な意味をもっているの

かと考えていた．しかし子どもの村にうかがって意味

を尋ねたところ，「Save　Our　SOul一我らの魂を救い

たまえ一」という宗教的な背景をもつ言葉であった．

　兄弟は一緒に

　モースプルグはオーストリアの南、ユーゴスラビア

とイタリアと国境を接しているケiLンテン州の州都ク

ラーゲンフルト〔ウィーンの南方約330km）から自動

車で1時間弱のところにある静かな農村である．

　SOS．子どもの村は．外見からは私どiJ日本人の目

には，まったく養護施設のようには見えない．

　建物やなかの暮しぷりは日本の施設と異なっていて，

家庭的なふんい気を醸し出すことに努力している．兄

弟が収容されるときには．必ず．．’緒に住むことができ

るように配慮する。実際，　一軒の家では，5入兄弟と

2人兄弟とムッターという組合せでメ悟舌していた．

　SOS子どもの村では，一軒一軒が独立した家屋に

ムッター（Mutter；おかあさん）と呼ばれる保母さん

を中心に，乳児から15歳まで6－8人のイ・どもが一緒

に住んでいる．収容の子続きは、各州の福祉センター

を経てくるが，　日本で画　・的に行政的措置をしてしま

うのと比較すると，何という違いがあることか．

　ムッターには月々の生活費がそっくり渡され，衣・

食・住の必要経費は、．一般の家庭と同じように，ムッ

ター一と．J’・どもたちが・・緒になって「やりくり」しなが

ら生活する．これらの費用は、この協会を支援してく

れる．世界各国70万人の協会貝から，3か月ごとに1ド

ノレずつ集められた浄財で賄われている．

　ムッターの資格

　ムッターになるのに最初から「’保母資格」はいらな

い．「r一どもたちのために献身したい意欲」のある．女性

は．1年間SOS．fどもの村で見習いをし，その意欲

が燃え続けていれば，それからのちに子どもの養護に

必要な基本的な学習をする．

　私たちは4～5人のグ．ループに分れて、それぞれの

家でお茶とお菓子をごちそうになb）　．ムッターから話

をうかがったが、そのムッターはまえは「売り子さん」
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